
 

 

 

 

 

「総合的な震災対策の考え方」の取組状況について 
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２　取組概要

（1）被災者・被災地支援対策

１ 取組状況

(1) 帰宅困難者への対応

ア 帰宅困難者用一時避難施設の確保

公共施設の指定に向け選定作業を進めているとともに、一時避難施設として民間

施設に協力を依頼しています。

イ 帰宅困難者の発生抑制

事業所の従業員等が帰宅困難者とならないよう、横浜商工会議所等に、発災時、

従業員を一時留め置きするよう依頼しています。

ウ 帰宅困難者用物資の備蓄

横浜アリーナ、パシフィコ横浜、市庁舎へ毛布を備蓄しました。

(2) 液状化への対応

「横浜市液状化被害戸建住宅等緊急支援事業」及び「横浜市液状化被害等マン

ション緊急支援事業」について、それぞれ要綱を制定し、事業を開始しました。

(3) 広報の充実

ア スピーカーを搭載した公用車の活用や公共施設等での紙媒体掲示等も視野に入れ

た、既存の広報手段の効果的な活用方法を検討しています。

イ 本市に大きな被害が発生していない場合においても、迅速に被災地が必要とする

支援内容やボランティア情報の広報が可能になる
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よう関係者と調整しています。

ウ 防災Ｅメールのほか、新たにエリアメールを活用

した緊急情報の提供体制を整備しました。

(4) 職員の派遣

避難所の運営など応急的な救援、復旧・復興支援の

ため、3,348人を派遣しました。

また、復興に向けた長期的な支援を目的として、

12人を派遣しています。

(5) 被災者受入れ支援

市域外からの避難者受け入れを想定し、一時避難施設の候補を整理しました。

２ 今後の対応

(1) 帰宅困難者用一時避難施設として、主要駅周辺の本市公共施設及び民間施設を

指定・拡大していくとともに、市内の事業所に対し、従業員の一時留め置きの依頼を

引き続き行っていきます。また、大規模な一時宿泊場所の周辺に備蓄庫を設置すると

ともに、帰宅困難者用の物資として、保存用ビスケットやアルミブランケット

（毛布）等の備蓄を進めます。

(2) 液状化への対応として、技術的助言を行うなど、

早期復旧に向けた支援を行います。

(3) 広報については、各区でのツイッター、

ITツールの活用、紙媒体による広報等、様々な

手法を活用し、的確な災害情報をお伝えできる

広報を実施します。

(4) 復興支援に向けた職員の派遣については、

引き続き実施していきます 新たに購入予定のアルミブランケット

派遣職員による被災地の被害調査の様子

１ 取組状況

(1) 帰宅困難者への対応

ア 帰宅困難者用一時避難施設の確保

公共施設の指定に向け選定作業を進めているとともに、一時避難施設として民間

施設に協力を依頼しています。

イ 帰宅困難者の発生抑制

事業所の従業員等が帰宅困難者とならないよう、横浜商工会議所等に、発災時、

従業員を一時留め置きするよう依頼しています。

ウ 帰宅困難者用物資の備蓄

横浜アリーナ、パシフィコ横浜、市庁舎へ毛布を備蓄しました。

(2) 液状化への対応

「横浜市液状化被害戸建住宅等緊急支援事業」及び「横浜市液状化被害等マン

ション緊急支援事業」について、それぞれ要綱を制定し、事業を開始しました。

(3) 広報の充実

ア スピーカーを搭載した公用車の活用や公共施設等での紙媒体掲示等も視野に入れ

た、既存の広報手段の効果的な活用方法を検討しています。

イ 本市に大きな被害が発生していない場合においても、迅速に被災地が必要とする

支援内容やボランティア情報の広報が可能になる

よう関係者と調整しています。

ウ 防災Ｅメールのほか、新たにエリアメールを活用

した緊急情報の提供体制を整備しました。

(4) 職員の派遣

避難所の運営など応急的な救援、復旧・復興支援の

ため、3,348人を派遣しました。

また、復興に向けた長期的な支援を目的として、

12人を派遣しています。

(5) 被災者受入れ支援

市域外からの避難者受け入れを想定し、一時避難施設の候補を整理しました。

２ 今後の対応

(1) 帰宅困難者用一時避難施設として、主要駅周辺の本市公共施設及び民間施設を

指定・拡大していくとともに、市内の事業所に対し、従業員の一時留め置きの依頼を

引き続き行っていきます。また、大規模な一時宿泊場所の周辺に備蓄庫を設置すると

ともに、帰宅困難者用の物資として、保存用ビスケットやアルミブランケット

（毛布）等の備蓄を進めます。

(2) 液状化への対応として、技術的助言を行うなど、

早期復旧に向けた支援を行います。

(3) 広報については、各区でのツイッター、

ITツールの活用、紙媒体による広報等、様々な

手法を活用し、的確な災害情報をお伝えできる

広報を実施します。

(4) 復興支援に向けた職員の派遣については、

引き続き実施していきます。 新たに購入予定のアルミブランケット

派遣職員による被災地の被害調査の様子

 2









































（差込資料） 

 

 

 

 

 

「総合的な震災対策の考え方」の取組状況について（補足説明資料） 

 

 

８ページ 主な施策「職員の派遣」の「主な取組状況」の４行目「3,348 人」については、

次の欄の「長期派遣 12人」を含んだ人数です。 

 

 

 



 

 

節電・省エネ対策の実施状況について 

 

１ 「節電・省エネ対策基本方針」等に掲げた取組について 

「横浜市節電・省エネ対策基本方針」等により取り組んできた対策について、ピー

クカットが主たる目的の節電の取組は９月末で終了し、省エネルギー対策が主たる目

的の取組は今後の中長期的な電力需給見通しの視点も踏まえ、10月以降も実施します。 

主な取組内容 今後について 

市民利用施設の輪番休館 今夏の取組としては、9月末で終了 

区役所窓口受付終了時刻の変更 
（17 時 15 分を 17 時に変更）*1 

引き続き実施 

庁舎の室温設定の徹底 
執務室の減消灯の徹底 
節電・省エネ推進担当の配置*2 

引き続き実施 
ただし、利便性と省エネのバランスを考
慮し、来庁者に不便がないように実施 

公共施設 LED化推進事業 実施中 

*1）職員の勤務時間（8：30～17:15）については、変更はありません。 

*2）区局ごとに節電対策の進行管理、徹底を図る担当者（総務担当課長が兼務）を配置 

２ 区役所窓口受付終了時刻の変更に関する効果 

 窓口の受付終了時刻を 17 時に変更し、消灯などの省エネや職員の定時退庁を推進す

ることにより、できる限り電力使用を抑制しました。 

※23 年８月の区庁舎の電力使用（22 年８月との比較） 

（計測可能な 14 区の数値から１区当たり平均値を算出） 

     8:30～16:30 ⇒ 25.0％減  

16:30～17:30 ⇒ 28.9％減  

 

 

【参考】※区庁舎での節電や主な市民利用施設（市民局所管分）での輪番休館等による節電効果 

（７月速報値） 

22年７月 23年７月 削減量 削減率(%)

区庁舎（18か所） 1,875,532 1,429,738 ▲ 445,794 ▲23.8%

地区センター（79館） 1,453,939 1,083,935 ▲ 370,004 ▲25.4%

スポーツセンター（18館） 969,003 696,659 ▲ 272,344 ▲28.1%

合　　計 4,298,474 3,210,332 ▲ 1,088,142 ▲25.3%

施設名
使用電力量（kWh）

 

市民・文化観光・消防委員会資料 

平 成 2 3 年 ９ 月 ９ 日 

市 民 局 
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